
令和５年度令和５年度

町町のの決算決算
　みなさんが納めた税金や国からの交付金
などの収入を、どのような目的で、いくら
使ったかをお知らせします。

　収入から支出を引いた額は、４億８,８６５万円で
黒字となっています。このなかには、令和５年度
中に完成しなかったため令和６年度に繰り越す事
業に充てる収入も含まれています。その額を除い
た実質収支は、４億２,８９８万円の黒字です。

　収入は、令和４年度よりも４億２,１８３万円少なく
なりました。これは、令和５年度のふるさと寄附金が
令和４年度と比較すると減少したことや、子育て世
帯等臨時特別支援事業が令和４年度で終了したこと
による国庫支出金の減が影響しています。
  収入の内訳は、町税など町が主体的に収入できる自
主財源が約６７.３％であり、国や県からの交付金や町
の借金である町債などの依存財源は約３２.７％です。
　また、町税は、個人町民税、法人町民税、固定資
産税、町たばこ税などが増加したため１億５,５４３万
円（＋３.０％）の増加、財産収入は、町営住宅雲雀ヶ
丘団地跡地の売払により土地売払収入が増加したた
め３億７,２８８万円（＋３,１９７.９％）の増加となって
います。

住民１人当たりの金額：合計５４万７,１６３円� （令和６年３月末人口：３万３,０２６人）
町 税 繰 越 金 財産収入 諸 収 入 使用料および手数料

１６万３０６円 １万６,３４３円 １万１,６４４円 ５,７５９円 ６,７７６円

分担金および負担金 繰 入 金 寄 附 金 国 庫 支 出 金 地 方 交 付 税

１,９７２円 １万７,４７８円 １４万７,９３８円 ６万８,９７３円 ３万４,００６円

県支出金 町 債 地方消費税交付金 その他

２万９,９２６円 １万１,４５４円 ２万４,９８４円 ９,６０４円

町税町税
52億9,425万円52億9,425万円

依存財源依存財源
59億992万円59億992万円

自主財源自主財源
121億6,070万円121億6,070万円

繰越金繰越金
５億3,975万円５億3,975万円

その他その他
14億4,090万円14億4,090万円寄附金寄附金

48億8,580万円48億8,580万円

国庫支出金国庫支出金
22億7,791万円22億7,791万円

地方交付税地方交付税
11億2,309万円11億2,309万円

県支出金県支出金
９億8,835万円９億8,835万円

その他　３億1,718万円
地方譲与税� 8,634万円
地方特例交付金� 4,676万円
環境性能割交付金� 1,506万円
利子割交付金� 129万円
その他� １億6,773万円

合計
180億7,062万円

町債　３億7,828万円町債　３億7,828万円

地方消費税交付金地方消費税交付金
　８億2,511万円８億2,511万円 収 入収 入

※金額は表示単位未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

財産収入� ３億8,454万円
諸収入� １億9,020万円
使用料および手数料�２億2,380万円
分担金および負担金� 6,513万円
繰入金� ５億7,723万円

収　入

一 般一 般 会 計会 計

ふるさと寄附金� 48億7,979万円
企業版ふるさと寄附金� 520万円
一般寄附金� 81万円
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　支出は、令和４年度よりも３億７,０７３万円少なくなりました。
  目的別にみると、総務費、衛生費、土木費などが減り、諸支出
金などが増えています。
　総務費は、ふるさと納税事業委託料やマイナンバーカード交付
促進事業委託料の減により２億８,７３７万円（△６.３％）の減少、
衛生費は、新型コロナウイルスワクチン接種関連費用の減により
１億３,７５５万円（△１１.８％）減少、土木費は、町営住宅雲雀ヶ
丘団地解体工事費の減により１億４,０７５万円（△１２.５％）減少
しています。
  一方、諸支出金は減債基金費やふるさと応援基金費の積立金が
増加したため、３億４,２２９万円（＋１３.８％）増加しています。

住民１人当たりの金額：合計５３万２,３６８円� （令和６年３月末人口：３万３,０２６人）
民 生 費 教 育 費 総 務 費 衛 生 費

１３万４,４１１円 ６万４,１８９円 １２万９,８７９円 ３万１,２８１円

公 債 費 土 木 費 諸支出金 消 防 費

３万３,１０５円 ２万９,７９３円 ８万５,４３４円 １万５,４５６円

農林水産業費 議 会 費 商 工 費 災 害 復 旧 費

３,０８７円 ２,８６１円 ２,７７５円 ９７円

民生費民生費
44億3,907万円44億3,907万円

教育費教育費
21億1,992万円21億1,992万円

総務費総務費
42億8,938万円42億8,938万円

衛生費衛生費
10億3,307万円10億3,307万円

公債費公債費
10億9,331万円10億9,331万円

土木費土木費
9億8,394万円9億8,394万円

諸支出金諸支出金
28億2,154万円28億2,154万円

消防費　5億1,044万円消防費　5億1,044万円

農林水産業費農林水産業費
１億194万円１億194万円

その他　１億8,936万円その他　１億8,936万円
議会費� 9,450万円
商工費� 9,165万円
災害復旧費� 321万円 支 出支 出

※�金額は表示単位未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

合計
175億8,197万円

○�新宮東小学校・新宮中学校相島分校
　トイレ改修工事
� １億１,０３４万円������
　 便器の洋式化やバリアフリー化、

多目的トイレの改修を行いました。

○新宮ふれあいの丘公園
　グラウンド照明設置工事
� ９,４２９万円
　ナイター照明設備を新設しました。

○立花小学校体育館屋根および
　外壁改修工事�����������������������������
� ８,８００万円
　 劣化が進んだ箇所の改修を行いま

した。

令和５年度に実施した

主な事業 ￥

支　出

令和５年度　令和５年度　町町のの決算決算 問い合わせ先　役場政策経営課　☎９６２－０２３０（直）
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令和５年度　令和５年度　町町のの決算決算

渡船事業特別会計
　新宮港と相島港の間を運航する渡船を運営する
ための会計です。
� 収入　１億３,３１１万円
� 支出　１億２,９１０万円
○年間乗客数　１６万５,２０７人
○年間運航回数　１,９９５回

国民健康保険特別会計
　国民健康保険制度を運営するための会計です。
� 収入　２５億１,３６６万円
� 支出　２４億９,８６４万円
○加入世帯数　２,８６９世帯

後期高齢者医療特別会計
　７５歳以上の人の医療制度を運営するための会計
です。
� 収入　４億１,７１２万円
� 支出　４億１,３７１万円
○被保険者数　３,１７９人

相島診療所事業特別会計
　相島にある町立診療所を運営するための会計です。
� 収入　３,９８８万円
� 支出　３,７８５万円
○年間延べ患者数　１,９５９人

簡易水道事業特別会計
　相島の水道事業を運営するための会計です。
� 収入　４,９５０万円
� 支出　２,５９９万円
○給水人口　２１８人

水道事業会計
　相島を除く町の水道事業を運営するための会計
です。水道事業会計は、地方公営企業法が適用さ
れており、複式簿記による経理となります。
� 収益的収入　７億５,４３８万円
� 収益的支出　６億９,７１７万円
� 資本的収入　　　７,３０４万円
� 資本的支出　　�３億３０２万円
○給水人口　３２,２５１人

公共下水道事業会計
　公共下水道事業を運営するための会計です。公
共下水道事業会計は、地方公営企業法が適用され
ており、複式簿記による経理となります。
� 収益的収入　９億５,６６１万円
� 収益的支出　８億８,７４８万円
� 資本的収入　２億５,４６０万円
� 資本的支出　４億８,０３３万円
○処理区域面積　４４８ha

相島漁業集落環境整備事業特別会計
　相島の下水道事業を運営するための会計です。
� 収入　２,０３２万円
� 支出　１,１８６万円

　特別会計とは、特定の事業の内容や資金の運用状況をより分かりやすくするために、一般会計と分けて経
理をする会計です。本町には、６つの特別会計と２つの事業会計があります。なお、住宅新築資金等貸付事業
特別会計は令和４年度をもって廃止されました。

特 別特 別 会 計会 計
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資金不足比率
会　計　名 令和４年度 令和５年度

水 道 事 業 会 計 － －
公 共 下 水 道 事 業 会 計 － －
渡 船 事 業 特 別 会 計 － －
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 － －
相島漁業集落環境整備事業特別会計 － －

　利用料金で運営する特別会計の
経営状況を判断する比率です。す
べての会計に資金の不足がないた
め、「－」で表しています。

基　金■基金現在高
基金名 令和４年度 令和５年度

積立基金 82億9,484万円 104億9,700万円
財政調整基金 32億6,076万円 37億6,302万円
減債基金 8億9,048万円 10億6,182万円
災害対策基金 710万円 711万円
ふるさと応援基金 41億2,487万円 56億4,720万円
森林環境譲与税基金 839万円 1,031万円
宿泊税交付金基金 324万円 754万円
定額運用基金 １億4,390万円 １億4,390万円
土地開発基金 １億4,000万円 １億4,000万円
国民健康保険高額療養資金貸付基金 150万円 150万円
国民健康保険出産資金貸付基金 240万円 240万円

合　計 84億3,874万円 106億4,090万円

　基金には、将来実施する事業の
財源として積み立てる積立基金と、
特定の事業を運営する資金となる
定額運用基金の２つがあります。家
庭での預貯金に当たるものが、積
立基金です。令和５年度は、ふれ
あいの丘公園グラウンド照明整備
事業などのためにふるさと応援基
金など５億7,723万円を取り崩しま
したが、財政調整基金やふるさと
応援基金などに27億7,939万円積
み立てを行ったため基金現在高は
増加しています。

町　債
■町債現在高

会計名 令和４年度 令和５年度
一般会計 134億8,955万円 128億2,151万円
渡船事業特別会計 �8,411万円 �6,786万円
簡易水道事業特別会計 １億5,581万円 １億5,763万円
水道事業会計 10億630万円 ９億3,401万円
公共下水道事業会計 53億2,830万円 51億7,914万円
相島漁業集落環境整備事業特別会計 2,843万円 2,852万円

合　計 200億9,250万円 191億8,867万円

　町債とは、国や金融機関から
の借金のことで、特定の事業を
実施する場合に借り入れること
が認められています。令和５年
度は、道路事業や公園事業のた
めなどに町債を発行しましたが、
新たに発行した町債の額が償還
額を下回ったため現在高は減少
しています。

■健全化判断比率� （単位：％）

区　分 令和４年度 令和５年度 早期健全化基準 財政再生基準
①実質赤字比率 － － 13.95� 20.00�
②連結実質赤字比率 － － 18.95� 30.00�
③実質公債費比率 8.3 8.6 ��25.0� ��35.0�
④将来負担比率 － － 350.0� 基準なし

財政健全化判断比率

①普通会計（一般会計・相島診療所事業特別会計）の赤字の状況
②全会計の赤字と黒字を合算したときの町の赤字の状況
③町の財政規模に対して町債（借金）の返済額がどれくらいあるかを表すもの
④町の財政規模に対して、町債など町が抱えている負債がどれくらいかあるかを表すもの
※①、②は全会計に赤字がないため「－」で表しています。
※④は将来負担額を充当可能財源が上回っているため「－」で表しています。

　財政健全化判断比率
は、町の財政がどのよ
うな状況であるかを判
断する比率です。
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